
死刑 執 行 に 関す る会 長 声 明

1 本年 6月 25日 ,名 古屋 拘 置所 にお い て , 1名 の死刑 が執行 され た。

上川 陽子法務 大 臣の就任 後初 めての死刑 執行 であ る。第 2次安倍 内閣発

足以 降で は 2014年 8月 以来 7回 目の死刑 執行 であ り,合計 12名 も

の死刑 執行 が行 われ た こ とにな る。

2 今 回の死刑 執行 は ,弁護 人 が被 執行者 に よる控訴 取下 げの無効 を主張

し,ま た再審請 求 の準備 中で あ つた とい われ る中で の死刑 執行 で あ り ,

極 めて遺憾 で あ る。 当会 は改 めて死刑執行 に強 く抗議 す る。

3 死刑 制度 の問題 につ いて は,袴 田巖氏 の第二次再審請 求事件 において ,

死刑 及 び拘置 の執行 の停止決 定が な され た こ とに よ り,社会 的 な関心が

高 まって きてい る。 2014年 11月 に実施 され た世論調査 において も ,

「死刑 もやむ を得 ない」 との回答 が 80。 3%で あった ものの,そ の う

ち 40.5%は 「将来的 には,死刑 を廃止 して もよい」 と してお り,死

刑廃止 に向けて ,全社 会 的議論 が特 に求 め られ てい る時期 にあ る。

今 回の死刑 執行 は,こ の よ うな時期 に,全社会 的議論 を始 め るこ とな

く,拙 速 に も死刑 の執行 を した ものであ り,当 会 は,こ の点 につ いて も

強 く抗議 をす るもので あ る。

4 死刑廃止 は国際的な趨勢 であ り,世界 で死刑 を廃 止又 は停止 してい る

国は 140か 国に上 ってい る。死刑 を存置 してい る国が 58か 国 ある も

のの,2014年 に実際 に死刑 を執行 した国 は更 に少 な く,日 本 を含 め

て 22か 国で あつた。す でに,全世界 の大 半 の国 にお いて死刑 の執行 は

な され てい ない。こ うした状況 を受 け,2014年 ,国 際人権 (自 由権 )

規約 委員会 は , 日本政府 に対 して 「死刑廃止 を十分 に考慮す るこ と」等

の勧 告 を行 つてい るが ,政府 は,か か る勧告 を無視 し,国 際的 な趨勢 に

反 してまで執行 を断行 したのであ る。



5 当会 は,今 回 の死刑 執行 に対 し,強 く抗議 す る とともに,直 ちに死刑

執行 を停 止 し,死刑 制度 につ いて全社 会 的議論 を開始す るこ とを求 め る

ものであ る。
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